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 第１章 豊明市のあらまし                    
１  沿革 
  豊明市は、愛知県の中央部よりやや西部に位置し、東は境川を隔てて刈谷市、西は名古屋

市、南は大府市、北は東郷町に接している。また、市南側を名古屋鉄道本線、国道１号２３

号が横断しており、伊勢湾岸自動車道の開通も併せて交通至便の地でもある。 
  また近年、名古屋市に隣接するベッドタウンとして急速に発展した「新しい街」であると

共に、戦国時代には、織田信長が天下統一の糸口として今川義元の大軍を破った桶狭間の戦

いがあったとされる、桶狭間古戦場を有する「歴史の街」でもある。 
 産業の面では、中部の都心である名古屋市と、世界の自動車産業の中心都市である豊田市

の間に位置し、関連企業も多く商工業の近代都市に変貌をしてきている。 
  一方、自然環境の面でも、大変恵まれた環境を有しており、現存する緑や水辺には多様な

生物が生息をしている。 
  豊明市は町村制施行により明治２２年１０月１日に東阿野村、栄村を知多郡から愛知郡に

編入、同時に栄村、東阿野村、沓掛新田と大澤村とも合併して豊明村が組織され、明治３９

年５月１０日に沓掛村と旧豊明村が合併して現在の市域を形成した。その後、昭和４７年８

月１日に人口３７，０３８人の「豊明市」が発足し、現在に至っている。 
 
２  位置・地勢・気象 
  地形は、北東部から南西部にかけて延びる標高５０ｍから７０ｍの丘陵地帯と、境川に沿

った中・低位の段丘群（台地地形、標高５ｍから１５ｍ）、中小河川に沿って形成された沖積

低地の三つの部分から成り立っている。 
  北西部に存在する丘陵の頂点は７２ｍの二村山で、北西の丘陵地帯は南西方向に延びる隆

起帯にあたっていて、「猿投・知多上昇帯」と呼ばれる。 
   
   

東経 北緯 東西最長 南北最長 平均標高 総面積 
136°58′~137°03′ 35°01′~35°06′ 6.53km 7.65km 15m 23.22ｋ㎡ 
 
                      （令和３年度分） 

最高標高 最低標高 最暖月平均気温 
（令和３年８月） 

最寒月平均気温 
（令和４年１月） 

７２ｍ １．５ｍ ２７．８℃ ４．１℃ 
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３ 人口 
世帯数及び人口の推移（各年３月３１日現在・外国人含む。） 

年次 人口 世帯数 世帯当たり人口 備考 
平成２９年 

３０年 
  ３１年 
令和 ２年 
   ３年 

６８，８０２ 

６８，７２８ 

６８，８１７ 

６９，０２７ 

６８，８３９ 

２９，９４０ 
２９，４９１ 
２９，８６４ 
３０，２３５ 
３０，５０２ 

２．３５ 
２．３３ 
２．３０ 
２．２８ 
２．２６ 

 
 
 
 
 

 
４ 土地利用の現況   
市街化区域面積 （平成３１年４月１日告示） 

区分 
第一種 
低層住

居専用

地域 

第一種

中高層

住居専

用地域 

第一種 
住居地域 

第二種 
住居地域 

近隣商業

地域 
商業 
地域 

準工業

地域 計 

面積（ha） 91 367 119 38 32 1.6 60 708 
比率（%） 12.8 51.8 16.8 5.4 4.5 0.2 8.5 100 
全体比率（%） 3.9 15.8 5.1 1.6 1.4 0.1 2.6 30.5 
地目別利用面積（ha）                   

年 行政面

積 
宅地 農用地 

森林 その他 
住宅地 その他 田 畑 

令和２年 2,322 511 190 332 147 108 1,034 

 
５ 産業の現況（事業所総数２，２１４件の構成比  平成２８年現在） 
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 第２章 環境行政の概要                       
１ 令和３年度のあゆみ 

４月２７日     尾張東部環境保全連絡協議会事務連絡会総会 
５月        尾張東部環境保全連絡協議会事務連絡会議（書面開催） 
６月１１日     尾張地域環境保全連絡会議（書面開催） 
６月２１日     環境審議会 
６月２２日２４日  水質調査（市内２４か所） 
６月２４日２５日  自動車騒音測定（国道１号、２３号、県道瀬戸大府東海線） 
７月３０日     名古屋市近隣市町村不法投棄連絡協議会 
８月        尾張東部環境保全連絡協議会実務研究会（書面開催） 
１０月１日     尾張東部環境保全連絡協議会事務連絡会議（ウェブ開催） 
１０月１日     犬のしつけ方教室（屋内） 
１０月８日     犬のしつけ方教室（屋外） 
１１月１９日    尾張東部環境保全連絡協議会幹事会 
１２月１３日１４日 水質調査（市内２４か所） 
３月 ２日     尾東・尾西環境保全連絡協議会合同会議（書面開催） 
３月３０日～    グリーンカーテンを作るためのゴーヤとウリズンの種を無料配布 
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２ 職員状況（経済建設部環境課） 
            （令和３年４月１日現在） 

係名 

職名 
環境保全係 

ごみ減量推進係 

（清掃事務所含む） 
合計 

部長 １ １ 

部次長 ０ ０ 

課長 １ １ 

課長補佐 １ １ 

担当係長 １ １（補佐兼１） ２ 

事務員 

（再任用含む） 
３ ４ ７ 

清掃手等 

（再任用含む） 
－ ５ ５ 

合計   １７ 

※環境監視員：２名 

  

 
３ 環境審議会 
（１）環境審議会委員 

（令和３年６月２１日現在、敬称略） 
職 名 氏  名 所 属 団 体 等 備  考 
会長 島田 隆道 公益社団法人こども環境学会代議員 学識経験者 

副会長 井内 尚樹 学校法人名城大学 教授 学識経験者 
委員 池野 昭子 豊明エコキッズ 各種団体 
委員 加藤 忠広 豊明市区長連合会 各種団体 
委員 後藤 裕輔 生活協同組合コープあいちとよあけ店 各種団体 
委員 似内 信彦 ＮＰＯ法人 環境研究所豊明 各種団体 
委員 松本 昇 豊明市商工会 各種団体 
委員 山内 正子 とよあけ生活学校 各種団体 
委員 脇本 泰志 一般社団法人 豊明青年会議所 各種団体 
委員 淺野 史剛 東邦ガス㈱ 事業者代表 
委員 伊藤 正樹 ホシザキ㈱ 事業者代表 
委員 岩田 真二 UD リテール㈱ 事業者代表 
委員 岡本 一彦 あいち尾東農業協同組合豊明支店 事業者代表 
委員 笠原 尚志 ㈱中西 事業者代表 
委員 杉浦 啓之 エナジーＫ㈱ 事業者代表 
委員 渡邉 三展 中部電力パワーグリッド㈱ 事業者代表 
委員 川邊 真 愛知県尾張県民事務所環境保全課 関係行政機関 
委員 阿部 美由紀 一般公募 一般公募 
委員 西谷 智子 一般公募 一般公募 

任期 令和４年５月３１日まで（２年間） 
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（２）審議会 
  第１回 令和３年６月２１日（月）午後２時３０分～ 

  内容  ・豊明市家庭系ごみ減量化実施計画の中間報告について 

・阿野大気環境常時測定局について 
       ・住宅用地球温暖化対策設備等設置費補助金について 
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４ 公害防止に関する施策 
（１） 公害防止協定 

本市では、これまで大規模な工場の進出が少なく、協定の締結に至る企業はなかっ

たが、平成１０年１１月中部土木㈱の移転に伴い、地域住民の生活環境に配慮するこ

とを目的として協定が初めて締結された。 
その後、栄町新左山工業団地の造成が行われ、進出企業と公害防止について万全を

期するため、協定を順次締結している。 
締結企業 所在地 業種 

中部土木㈱ 栄町神田 ｱｽﾌｧﾙﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等 
㈱ナカシマ 新左山工業団地内 専用機(金属工作機械)製造 
㈲豊広 新左山工業団地内 工業用ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品加工 
東陽工業㈱ 新左山工業団地内 航空機部品製造 
㈱中西 新左山工業団地内 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成型材料の製造 
日高工業㈱ 新左山工業団地内 自動車部品製造 
㈱松尾製作所 新左山工業団地内 精密バネ製造 
㈱マツミヤケミカル 新左山工業団地内 パウダーコーティング 
㈱ニッシン自動車工業 新左山工業団地内 福祉自動車製造 
㈱小菅製作所 新左山工業団地内 精密バネ製造 
㈱古屋工業所 新左山工業団地内 自動車部品製造 
原幸雄（個人事業者） 新左山工業団地内 自動車部品製造 
㈱フクオカ 新左山工業団地内 自動車部品製造 
㈱石川マテリアル 沓掛町切山 廃棄物再生事業 
エフワイ成型㈱ 沓掛町岩金 ガス機器等製造業 
チヨダ工業㈱豊明工場 沓掛町岩金 プレス金型設計・製造 
㈱東郷製作所 沓掛町豊山 バネ・電子部品製造 

 
（２） 地域環境保全委員 
 地域における環境保全活動の推進を図るため、愛知県環境基本条例（平成７年施行）に基

づき、２名の地域環境保全委員を県が委嘱している。公害発生状況の調査・報告、苦情相談

の受付報告、地域の環境美化活動等の環境保全に関する啓発を業務としている。 
 

担当（国道１号を境界として） 氏名（敬称略） 任用 
北部地域 堀井 浩二 平成３１年４月１日から 
南部地域 有川 尚子 平成３１年４月１日から 

 
５ 豊明市廃棄物５条例 

廃棄物の不適正処理問題が各地で問題化する中で、早期の対応を実行し、未然防止にも役

立てるため現行法、県指導要綱を補完する五つの条例を制定し、平成１１年６月１日施行し

た。 
共通の項目としては市による立入検査などの権限。指導、勧告、命令の権限。命令違反に

対しては２０万円以下の罰金を課する罰則の規定をしている。 
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（１）屋外燃焼行為の規制に関する条例 
野焼きの禁止をするとともに、焼却設備（簡易型焼却炉）において燃やすことので

きない物質を規制対象物質として規定している。 
 
（２）廃棄物焼却施設の設置及び運用の規制に関する条例 

県知事許可対象施設の設置にあたり市長の同意を必要としている。 
また、区域外への排水等の水質検査及び焼却灰等の溶出検査を指示、結果の報告を

させることを規定している。 
 

（３）廃棄物最終処分場の運用の規制に関する条例 
区域外への放流水及び浸出水等の水質検査を指示、結果の報告をさせることを規定

している。 
 

（４）廃棄物不法投棄の防止に関する条例 
不法に埋め立てられた廃棄物の確認ができるよう、土地所有者の同意を得て市が掘

り起こす権限を規定している。 
また、撤去の命令をするとともに、投棄者に撤去能力がないときは、土地所有者に

指導を行なう。 
 

（５）産業廃棄物屋外保管の規制に関する条例 
５００㎡以上の保管面積の場合、設置にあたり市長の同意を必要としている。 

 
６  豊明市環境監視員制度 
  廃棄物５条例の施行に伴い、迅速で実効性のある対応のため、平成１１年より環境監視員

を設置（平成２０年度より２人体制（土日祝日出勤））し、市内全域のパトロール活動を行う

ことによって、苦情発生後の対応型から未然防止型への転換を図り、市民のよりよい生活環

境の保全を目指している。 
  また、不法投棄等の違法行為の発生時には、その調査や指導、警察等関係機関等との連絡

調整を行なっている。 
 
環境監視員活動状況 

  区分 野焼き 野焼き以外の

大気汚染 
水質

汚染 
土壌

汚染 騒音 振動 地盤

沈下 悪臭 その他 活動 
日数 

令和 元 年度 37 0 2 1 47 0 0 7 337 357 
令和 ２ 年度 42 2 1 0 111 0 0 5 290 358 
令和 ３ 年度 41 0 2 0 45 0 0 3 237 359 
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 第３章 公害苦情                       
１ 概況 

公害苦情は、市民の日常生活に密着した問題であり、その適切な対応は公害を防除し、良

好な生活環境を確保する上からも重要である。このため市では県瀬戸保健所豊明保健分室を

はじめとする関係機関と協力体制を組み、発生源への立入調査や行政指導など迅速かつ適正

な処理に務め、その解決を図っている。 
公害苦情を件数でみると、令和３年度は大気汚染５件、水質汚濁１件、騒音 1 件、悪臭８

件、その他６件の合計２１件である。 
雑草苦情といった土地管理等のいわゆる近隣苦情はここには含まれていないが、毎年かな

りの数の申立てがなされている。 
 

２ 苦情の発生状況 
（１）公害苦情受付件数 

区分 総数 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 土壌 その他 
平成２９年度 １８ ６ ２   ４  ６ 
平成３０年度 ２１ ４ １   ３  ７ 
令和 元 年度 ２２ ３ ２ ７  ２ １ ７ 
令和 ２ 年度 ２１ ２ ２ ５  ７  ５ 
令和 ３ 年度 ２１ ５ １ １  ８  ６ 

その他…不法投棄等 
 
（２）用途地域別公害苦情受付件数 （令和３年度） 

区  分 総数 大気汚染 水質汚濁 騒音 振動 悪臭 土壌 その他 
総 数 ２１ ５ １ １  ８  ６ 

第一種低層 １     １   
第一種中高層         
第一種住居地域 １  １      
第二種住居地域         
近隣商業地域         
商業地域         
準工業地域         
未指定地域 １９ ５  １  ７  ６ 
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 第４章 大気汚染                                            
１  概況 
  大気汚染については、豊明中学校に県管理の測定局が設置されており、窒素酸化物（NO
ｘ）、浮遊粒子状物質（SPM）、光化学オキシダント（Ox）が常時測定されている。 
  平成１５年１２月に伊勢湾岸自動車道の大気環境測定局（阿野地区）、平成１６年３月には

大脇地区の測定局を日本道路公団（現在：中日本高速道路㈱）より市に移管され、常時観測

を行っている。なお、本市は幹線国道が集中しており、伊勢湾岸自動車道も開通し、開通後

の汚染状況を監視する意味から県の協力を得て現況調査測定も行なっている。 
 
２  大気汚染防止のための規制 
  大気汚染を防止するため、昭和４３年６月に大気汚染防止法が公布された。その後、大気

汚染の広域化、多様化に対応して法改正が適宜行なわれ、工場、事業場の固定発生源から排

出される硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん等のばい煙や粉じん、あるいは自動車から排出

される一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素等について各種の規制が行なわれるようになった。 
  平成９年１月にはトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びベンゼンの３項目が有

害大気汚染物質の指定物質となり、同年２月に環境基準と排出規制基準が告示された。さら

に、１２月にはダイオキシン類が指定物質に追加され、排出抑制基準が設定された。 
  県では、昭和４６年４月に公害防止条例を公布し、規制対象施設の種類及び規模の拡大並

びに有害物質の規制を行い、昭和４９年４月の条例改正により硫黄酸化物総排出量規制及び

炭化水素系物質の規制を実施してきたが、平成１５年１０月１日に「県民の生活環境の保全

等に関する条例」に全面改正され、ばい煙発生施設等に関する規制が強化された。      

なお、大気汚染防止法に基づく、ばい煙発生施設、粉じん発生施設の事業所届出先は、愛知

県である。  
 
３  一般環境大気測定局による大気汚染調査 
 ○愛知県自動測定局が、昭和６０年１月に沓掛町から移設された。 

測定局 所在地 測定項目 環境基準（１時間値の１日平均値） 

豊明中学校 西川町横井４

番地１５ 

窒素酸化物（NO, NO2,） 0.04ppm～0.06ppm 内 

又はそれ以下 

浮遊粒子状物質（SPM) 0.10mg/㎥以下 

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ（Ox） 0.06ppm 以下 

風向・風速 ―・― 
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    H29 H30 Ｒ元 R2 R3 

窒素酸化物 ppm 0.012 0.012 0.012 0.011 0.010 
二酸化窒素 ppm 0.010 0.011 0.010 0.009 0.009 
一酸化窒素 ppm 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 

浮遊粒子状物質 mg/㎥ 0.018 0.018 0.017 0.016 0.015 
光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ ppm 0.033 0.034 0.034 0.034 0.035 

（愛知県大気汚染常時監視結果、豊明局年間統計値 年平均） 
 
○伊勢湾岸自動車道の大気環境測定局（阿野局･大脇局）が日本道路公団より市に移管され

た。 
平成１６年１月５日設置 

測定局 所在地 測定項目 

阿野地区 阿野町奥屋６９ 一酸化炭素（CO） 
浮遊粒子状物質（SPM） 

 
平成１６年４月１日設置 

測定局 所在地 測定項目 

大脇地区 栄町新左山１－３３１ 

一酸化炭素（CO） 
窒素酸化物（NO, NO2,NOx） 
浮遊粒子状物質（SPM） 
風向・風速 

          観測データは、環境課ホームページにて公開をしています。 
 
 

４ 光化学スモッグ予報 
令和３年度は、愛知県内で光化学スモッグ予報・注意報の発令はありませんでした。 

 
愛知県下の光化学スモッグ緊急時発令状況及び被害状況等の経年変化 

年  度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 
注意報発令日数 1 2 1 0 1 0 0 3 3 0 0 

予報発令日数 5 2 5 1 7 3 1 4 4 0 0 

被害届出人数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

※予報から注意報に切り替えた場合は注意報発令日数のみに計上
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 第５章 水質汚濁                                            
１ 概況 

水質汚濁とは、工業、農業などの事業活動や家庭生活などの人の活動に伴う排水によって、

河川、湖沼、海域等の公共用水域が汚染されることをいう。これによって水道用水、工業用

水、農業用水等の水利用に支障をきたしたり、悪臭が発生したりするなど生活環境に悪影響

が及ぼされる。また生息生物にとっては、その生息環境が危ぶまれる状態も発生することに

なる。 
このため、公共用水域の利水に応じた水質を確保することを目的に、環境基本法に基づき

環境基準が定められている。 
市内には境川を始めとする大小河川と５０余箇所のため池がある。このうち６河川と８排

水路、８池を年２回定期的に水質検査していたが、平成１８年度より天王川を定期追加し、

７河川とした。さらに、若王子池の水質を監視するために、上岸（若王子町内会側）と下岸

（堤防）の２箇所より採水調査を継続して実施している。 
 
２ 水質汚濁の現況 

豊明市内の河川のうち、境川のみ環境基準値が設定されている。境川の環境基準は、新境

橋（刈谷市今川町の１号線）より上流は B 類型であり、新境橋より下流は C 類型とされてい

たが、近年の河川水質の改善により、愛知県が見直しを実施した結果、平成３１年３月２９

日より新境橋より下流もＢ型となった。 
生活環境の保全に関する環境基準（河川） 
 B 類 型 C 類 型 
水素イオン濃度（pH） 6.5 以上 8.5 以下 6.5 以上 8.5 以下 
生物化学的酸素要求量（BOD） ３ｍｇ／Ｌ以下 ５ｍｇ／Ｌ以下 
浮遊物質量（SS） ２５ｍｇ／Ｌ以下 ５０ｍｇ／Ｌ以下 
溶存酸素量（DO） ５ｍｇ／Ｌ以上 ５ｍｇ／Ｌ以上 
大腸菌群数 5,000MPN／100mL 以下 ― 

 
ため池の水質については、生活環境の保全に関する環境基準（天然湖沼及び貯水量が 1,000

万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が４日間以上である人工湖）に基づき、C
類型と V 類型を準用した。 

・C 類型  水素イオン濃度（pH）   6.0 以上 8.5 以下 
化学的酸素要求量（COD） ８ｍｇ／Ｌ以下 
浮遊物質量（SS）     ごみ等の浮遊が認められないこと 
溶存酸素量（DO）     ２ｍｇ／Ｌ以上 

 ・V 類型    全窒素（T－N）       １ｍｇ／Ｌ以下 
全燐（T－P）       ０．１ｍｇ／Ｌ以下 
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夏季調査結果（採水日：令和３年６月２２・２４日） 
 pH 水温 DO BOD COD SS 大腸菌群数 ノルマル

ヘキサン 全窒素 全りん 

 ℃ mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml mg/L mg/L mg/L 
 

河 川 
境川 7.6 24.0 8.4 2.0 7.1 13 17,000 0.5 未満 1.5 0.19 

若王子川 7.3 21.1 7.2 2.1 8.2 51 49,000 0.5 未満 2.1 0.23 
井堰川 7.5 24.3 8.8 2.1 8.1 11 79,000 0.5 未満 1.9 0.30 
正戸川 8.4 25.2 10 2.8 6.1 6 9,400 0.5 未満 1.7 0.15 
黒部川 7.9 25.4 7.7 2.2 6.5 4.7 17,000 0.5 未満 3.1  0.75 
皆瀬川 9.1 24.6 12 3.3 5.5 2.7 33,000 0.5 未満 2.9 0.25 
天王川 7.0 21.1 6.3 2.0 6.9 10 70,000 0.5 未満 1.5 0.20 
阿野川 7.7 23.4 8.0 3.2 6.6 9.5 33,000 0.5 未満 2.5 0.18 
 

池 
若王子池

(上岸) 9.3 24.9 12 ― 15 27 ― ― 2.1 0.27 

若王子池

(下岸) 9.7 25.8 14 ― 11 15 ― ― 1.2 0.16 

勅使池 8.9 26.4 10 ― 7.3 8.2 ― ― 0.62 0.056 
濁池 8.1 25.6 9.5 ― 5.3 6.8 ― ― 0.42 0.035 
三崎池 9.0 27.5 10 ― 5.9 11 ― ― 0.53 0.051 
大蔵池 9.3 25.5 11 ― 11 37 ― ― 1.2 0.11 
大原池 8.4 26.2 10 ― 5.9 4.3 ― ― 0.57 0.065 

琵琶ケ池 9.1 28.3 9.7 ― 20 11 ― ― 1.2 0.032 
西池 9.3 26.3 15 ― 15 36 ― ― 1.5 0.21 
 

排水路 
五軒屋 7.6 23.0 7.6 2.7 5.5 8.6 11,000 0.5 未満 2.8 0.28 
山ノ田 8.7 23.4 10 3.6 6.2 1.4 7,900 0.5 未満 4.2 0.35 
違井 8.0 29.8 6.7 3.3 7.8 5.3 33,000 0.5 未満 1.6 0.59 
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冬季調査結果（採水日：令和３年１２月１３・１４日） 
 pH 水温 DO BOD COD SS 大腸菌群数 ノルマル

ヘキサン 全窒素 全燐 

 ℃ mg/L mg/L mg/L mg/L MPN/100ml mg/L mg/L mg/L 
 

河 川 
境川 7.6 8.4 11 1.3 4.7 2.1 4,900 0.5 未満 2.3 0.13 

若王子川 7.3 8.4 10 1.3 5.7 3.1 7,900 0.5 未満 2.3 0.10 
井堰川 7.7 10.7 13 1.4 5.4 2.1 33,000 0.5 未満 2.3 0.34 
正戸川 7.9 10.9 12 1.1 4.9 2.3 13,000 0.5 未満 2.2 0.12 
黒部川 7.8 18.7 8.7 1.4 6.3 4.3 7,900 0.5 未満 3.3 0.20 
皆瀬川 8.5 13.6 15 3.0 7.1 1.5 7,900 0.5 未満 5.5 0.44 
天王川 7.3 9.7 8.6 0.6 3.9 2.9 13,000 0.5 未満 2.1 0.098 
阿野川 7.4 13.0 9.1 5.4 7.7 7.6 4,900 0.5 未満 4.7 0.49 
 

池 
若王子池

(上岸) 7.3 10.0 6.3 ― 7.1 6.6 ― ― 4.0 0.31 

若王子池

(下岸) 7.6 8.8 11 ― 10 23 ― ― 1.2 0.11 

勅使池 8.4 8.5 12 ― 12 34 ― ― 1.2 0.13 
濁池 7.6 8.8 9.7 ― 6.0 12 ― ― 0.50 0.039 
三崎池 7.9 9.5 12 ― 8.0 10 ― ― 0.71 0.059 
大蔵池 8.0 9.7 11 ― 10 26 ― ― 0.84 0.094 
大原池 7.5 10.2 10 ― 4.5 2.0 ― ― 0.46 0.033 

琵琶ケ池 7.9 10.3 10 ― 18 12 ― ― 1.9 0.038 
西池 9.2 9.8 21 ― 14 30 ― ― 1.7 0.18 
 

排水路 
五軒屋 7.5 13.5 9.0 3.5 7.2 2.0 7,900 0.5 未満 8.7 0.56 
山ノ田 7.3 12.1 7.2 3.9 8.5 1.5 49,000 0.5 未満 9.7 0.93 
違井 7.8 21.9 7.3 3.1 8.8 7.6 13,000 0.5 未満 0.95 0.077 
  
 
 
費用 

水質調査を年２回実施している。                  （単位：円） 
 平成 29 年度 30 年度 令和元年度 2 年度 3 年度 
委託

金額 1,922,400 1,922,400 1,980,000 1,980,000 1,848,000 
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（１）水質汚濁の規制の概要 
 工場や事業場の排水による、公共用水域及び地下水の水質汚濁防止を図るため、昭和４６

年６月２４日に水質汚濁防止法が施行された。また、利水に適した水質の確保及び生活環境

を保全するため、環境基本法に基づき、行政上の目標として環境基準が定められている。 
 公共用水域については、昭和４６年１２月に水質汚濁に係る環境基準が告示され、人の健

康の保護に関する環境基準項目（以下、健康項目）としてシアン等７項目が、生活環境の保

全に関する環境基準項目として COD 等５項目が設定された。その後、随時改正が行われ、

昭和５０年７月には PCB が、平成５年３月には、健康項目に有機塩素系化合物等１５項目が

追加され基準値が設定されるとともに、継続して水質測定を行い、その推移を把握すべきも

のとして、平成１１年２月には要監視項目２５項目のうち、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、

ふっ素、ほう素の３項目が健康項目に追加された。また、生活環境項目に窒素及び燐の環境

基準が昭和５７年１２月に追加された。 
地下水については、水質汚濁防止法に基づき、昭和４７年、４８年に全国一律の排水基準

より厳しい上乗せ基準が設けられた。また昭和５４年の法律改正によって水質総量規制が設

定されたことに伴い、化学的酸素要求量（COD）を対象項目とした総量規制が導入された。

その後、昭和６２年に第２次規制、平成３年に第３次規制、平成８年に第４次規制が実施さ

れてきた。平成９年３月には地下水の水質汚濁に係る環境基準が設定された。平成１６年度

を目標年度とする第５次の総量規制は、従来の COD の基準を一部の業種について強化し、

窒素含有量及び燐含有量を新たに対象項目に加え、平成１４年１０月に施行された。 
本市では、「水質環境基準が現に確保されていない公共用水域」あるいは「自然的及び社会

的条件に照らし、水質の保全を図ることが特に重要な公共用水域であって水質の汚濁が特に

進行しているもの」として、境川流域を対象とし、平成５年に愛知県知事により生活排水対

策重点地域の指定を受けた。この指定を受け、主要な発生源として生活排水を位置づけ対策

に努めている。 
 

（２）生活排水対策 
  水質汚濁の原因は、これまで工場や事業場の排水が主であったが、最近では台所、洗 

濯及び単独処理浄化槽等の生活排水が大きな割合を占めている。本市の中小河川もこう 
した状況にあるため、平成元年度から合併処理浄化槽の普及を進めるとともに、従来か 
ら行っている生活排水対策の意識啓発事業を拡充し、実践活動を推進している。 
 

《合併処理浄化槽設置事業費補助金制度》 
  平成元年度から豊明市合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱を制定し、家庭の台 

所、風呂及び洗濯等から出される雑排水と、し尿を併せて処理することができる合併処 
理浄化槽を設置する者に対して補助金の交付を行っている。 
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〈制度の概要〉 
・補助対象地域 
公共下水道事業計画区域及び農村集落家庭排水施設が使用できる区域を除く区域。 

・補助対象者（平成３１年４月１日より改訂施行） 
① 既設の単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ切り替える場合 
② し尿くみ取り便所から合併処理浄化槽へ切り替える場合 

 
・補助対象となる浄化槽 
① し尿と雑排水を併せて処理し、BOD の除去率９０％以上、放流水の BOD の日間平

均値２０ｍｇ／Ｌ以下の機能を有するとともに、国庫補助指針に適合する合併処理

浄化槽 
② 合併処理浄化槽のうち放流水の総窒素濃度が１５ｍｇ／Ｌ以下、又は総燐濃度１ｍ

ｇ／Ｌ以下の機能を有する高度処理浄化槽 
 

・補助金額（Ｒ３年度） 
       （単位：円） 

人 槽 区 分 ５人槽 ７人槽 １０人槽 
合併浄化槽補助金 

（撤去費用含む補助金額） 
532,000 

（622,000） 
614,000 

（704,000） 
748,000 

（838,000） 
件数 4 0 1 

高度処理浄化槽補助金 
（撤去費用含む補助金額） 

644,000 
（734,000） 

686,000 
（776,000） 

776,000 
（866,000） 

件数 0 0 0 
  ※既設の単独処理浄化槽または、し尿くみ取り便所を撤去する場合は（ ）内の金額 
   

・補助事業による整備状況 
年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 
件 数 ３１ ２１ ６ ４ ５ 

 
・決算金額                       （単位：千円） 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 

金 額 7,090 4,930 4,022 2,652 3,326 
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 第６章 騒音・振動                       
１ 概況 

騒音・振動は、住民の日常生活に密着した問題として深く関わり、また人によって感じ

方が異なり、その人の主観や感情など心理的な要因に大きく左右される。このことから、

その解決に当たっては、地域の実情をより的確に把握している市町村の役割が大きいとい

われている。 
このため、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例（県民生

活環境保全条例）に基づいた規制、指導は市町村長が行い、県は規制地域の指定、規制基

準の設定及び市町村に対する協力・支援を行っている。なお、豊明市は特別に騒音・振動

に係る各法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定はされていない。 
２ 工場、事業場の騒音・振動 

公害関係法令が整備される中で、昭和４４年に騒音規制法、５３年に振動規制法の指定

地域となり、併せて県民の生活環境の保全等に関する条例（平成１５年１０月１日施行）

によって法を補う規制がなされている。これらの法令に基づき、特定施設を設置する工場、

事業場は、騒音・振動について当該施設の設置等の届出及び規制基準の遵守が義務づけら

れている。 
 特定施設の届出件数（令和 3 年度） 

種  類 騒音規制法 振動規制法 県条例騒音 県条例振動 計 
設置届出 3 2 1 2 8 
使用届出   1 2 3 
使用全廃届出      
数変更届出 4 3   7 
防止方法変更届出      
使用方法変更届出      
氏名等変更届出 1 1 3 3 8 
承継届出      

計 8 6 5 7 26 
 
３ 建設作業の騒音・振動 

これまで建設作業のうち著しい騒音・振動を発生する作業は、騒音規制法、振動規制法、

県公害防止条例により特定建設作業実施の届出が義務づけられており、騒音・振動の規制

基準、作業の禁止時間も定められていた。平成１５年１０月１日より「県民の生活環境の

保全等に関する条例」が従来の愛知県公害防止条例から全面改訂され、トラクターショベ

ルを用いる作業を追加するとともにこれまで整地・掘削作業に限定していたブルドーザー、

パワーショベル等を用いる作業についても作業の種類を拡大し、すべての作業が対象とな

った。作業の方法や作業時間などを配慮することや、周辺住民に対して事前に工事内容を

説明するよう指導している。 
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特定建設作業実施届出件数（令和３年度） 
〈騒音〉 

作業の種類 騒音規制法 県条例 
くい打機等を使用する作業 13  
びょう打機を使用する作業 0  
さく岩機を使用する作業 180  
空気圧縮機を使用する作業 28  
コンクリートプラント等を設けて行う作業 2  
バックホウを使用する作業 61  
トラクターショベルを使用する作業 11 
ブルドーザーを使用する作業 16 
建物等を動力、火薬等で解体・破壊する作業  56 
コンクリートミキサーを使用する作業 89 
コンクリートカッターを使用する作業 111 
ブルドーザー等を使用する作業 296 
ロードローラー等を使用する作業 151 

計 311 703 
〈振動〉 

作業の種類 振動規制法 県条例 
くい打機等を使用する作業 14  
鋼球を使用して建物等を破壊する作業 0  
舗装版破砕機を使用する作業 2  
ブレーカーを使用する作業 157  

計 173  
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４ 道路交通騒音 
道路に面する地域の環境基準の適合状況、要請限度の超過状況など道路交通騒音の実態

把握と道路交通公害対策に資することを目的に愛知県が本市においては国道２３号、県道

瀬戸大府東海、国道１号で実施をしていたが、平成２４年度より市が実施することとなっ

た。 
 

国道２３号（要請限度は、昼間７５dB、夜間は７０dB） 
測定結果                         （LAeq 測定単位 dB） 

                   

測定日 測定場所 測定結果 
昼間 要請限度 夜間 要請限度 

平成２９年１１月 栄町高根１０３ ７２ ○ ７１ × 
平成３０年 ６月 栄町高根１０３ ７２ ○ ７１ × 
令和 元年 ６月 栄町高根１０３ ７２ ○ ７１ × 
令和 ２年 ６月 栄町高根１０３ ７１ ○ ６９ ○ 
令和 ３年 ６月 栄町高根１０３ ７２ ○ ７０ ○ 

 
 

県道瀬戸大府東海（要請限度は、昼間７５dB、夜間は７０dB） 
 測定結果                         （LAeq 測定単位 dB） 

測定日 測定場所 測定結果 
昼間 要請限度 夜間 要請限度 

平成２９年１１月 新田町子持松１－１ ７１ ○ ６６ ○ 
平成３０年 ６月 新田町子持松１－１ ６９ ○ ６５ ○ 
令和 元年 ６月 新田町子持松１－１ ７０ ○ ６６ ○ 
令和 ２年 ６月 新田町子持松１－１ ６９ ○ ６５ ○ 
令和 ３年 ６月 新田町子持松１－１ ７０ ○ ６５ ○ 
 
 
国道１号（要請限度は、昼間７５dB、夜間は７０dB） 

測定結果                         （LAeq 測定単位 dB） 

測定日 測定場所 
測定結果 

昼間 要請限度 夜間 要請限度 

平成２９年１１月 前後町善江１７１７－３ ７０ ○ ６６ ○ 
平成３０年 ６月 前後町前江１７１７－３ ６８ ○ ６５ ○ 
令和 元年 ６月 前後町前江１７１７－３ ６８ ○ ６６ ○ 
令和 ２年 ６月 前後町前江１７１７－３ ６８ ○ ６５ ○ 
令和 ３年 ６月 前後町前江１７１７－３ ６８ ○ ６４ ○ 
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第７章 悪臭                         
１ 概況 

悪臭は、公害の中でも個人差が大きいものであり、また順応性もみられることから客観

的な評価が難しいものでもある。なお、防止についても原因が多種類の物質で構成されて

いることが多く、効果的な対策が困難であるというのが現状である。 
発生源の明らかな場合は、事業所の立入調査をしてできる限りの客観情報を収集すると

ともに、専門機関等に助言を求めるよう要請するなどして改善対策を講じていく方法をと

っている。 
 

２ 悪臭の規制の概要 
事業活動に伴って発生する悪臭については、昭和４７年５月３１日施行の悪臭防止法に

よって、アンモニア等５物質が悪臭物質として指定され、地域の実態に合うように規制地

域及び規制基準の設定を県知事が定めている。（なお、現在は市の区域にあっては、市長が

規制地域の指定及び規制基準の設定を行うこととされている。）その後、法改正が順次行わ

れ、悪臭物質が特定悪臭物質に改められ、現在２２の特定悪臭物質が指定されている。平

成８年４月からは、人間の嗅覚を用いた嗅覚測定法の「臭気指数」による規制が導入され

た。 
悪臭規制適用地域及び規制基準 

  規制地域区分 
 
 
 

特定悪臭物質 
（ｐｐｍ） 

第１種地域 第２種地域 第３種地域 
第１種・第２種低層住

居専用、第１種・第２

種中高層住居専用、第

１種・第２種住居、近

隣商業、準工業地域 

都市計画区域で用途

地域の定められてい

ない地域 
無し 

アンモニア １ ２ ５ 
メチルメルカプタン ０．００２ ０．００４ ０．０１ 
硫化水素 ０．０２ ０．０６ ０．２ 
硫化メチル ０．０１ ０．０５ ０．２ 
トリメチルアミン ０．００５ ０．０２ ０．０７ 
二硫化メチル ０．００９ ０．０３ ０．１ 
アセトアルデヒド ０．０５ ０．１ ０．５ 
スチレン ０．４ ０．８ ２ 
プロピオン酸 ０．０３ ０．０７ ０．２ 
ノルマル酪酸 ０．００１ ０．００２ ０．００６ 
ノルマル吉草酸 ０．０００９ ０．００２ ０．００４ 
イソ吉草酸 ０．００１ ０．００４ ０．０１ 
プロピオンアルデヒド ０．０５ ０．１ ０．５ 
ノルマルブチルアルデヒド ０．００９ ０．０３ ０．０８ 
イソブチルアルデヒド ０．０２ ０．０７ ０．２ 
ノルマルバレルアルデヒド ０．００９ ０．０２ ０．０５ 
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イソバレルアルデヒド ０．００３ ０．００６ ０．０１ 
イソブタノール ０．９ ４ ２０ 
酢酸エチル ３ ７ ２０ 
メチルイソブチルケトン １ ３ ６ 
トルエン １０ ３０ ６０ 
キシレン １ ２ ５ 
 
 平成１８年１０月１日から従来の「物質濃度規制」から人の臭覚を用いた「臭気指数規

制」に豊明市は変更した。 
 「臭気指数」は、問題となるにおいのついた空気や水をにおいが感じられなくなるまで

薄めたときの希釈倍数（臭気濃度）から次式により算定する。 
「臭気指数」＝１０×Log（臭気濃度） 

参考  臭気指数１０   ＝ほとんどの人が気にならない臭気の状態 
     臭気指数１２～１５＝気をつければ分かるにおい（希釈倍率１６～３２倍） 
     臭気指数１８～２１＝らくに感知できるにおい（希釈倍率６３～１２６倍） 
規制基準 
 「工場・事業所の敷地境界（１号基準）」、「気体排出口（２号基準）」及び「排出水（３

号基準）」に対する規制があり、それぞれに対する豊明市の規制基準は次のとおりである。 
規制地域の区分 第１種地域（市街化区域） 第２種地域（調整区域） 
工場・事業所の敷地境界 １２ １５ 
気体排出口 悪臭防止法施行規則第６条の２に定める方法により算出 
排出水 ２８ ３１ 

 
 
３ 悪臭関係工場等の状況 
 悪臭については、県民の生活環境の保全等に関する条例により悪臭関係業種の事業場は

悪臭の状況を毎年届出することになっている。本市で該当するものは、牛房２００㎡以上

又は鶏３０００羽以上等飼育の畜産業があげられる。 
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 第８章 地盤沈下                       
１ 概況 

地盤沈下とは、一般的に広い地域において地表面が徐々に低下していく現象をいい、ひ

とたび沈下すると復元不可能という公害の中でも特異的な性質を持っており、過剰な地下

水の汲み上げが地盤沈下の主な原因とされている。 
本市においては、境川沿いに沖積低地が分布し、地下水の汲み上げも一部で行われている

が、明らかな地盤沈下の発生・被害の確認はない。土壌汚染についても農用地土壌、市街

地土壌とも汚染の報告はない。 
２ 地下水位測定 

県の委託を受け地下水位の測定を月１回実施している。水位は若干の変化はあるが、測

定地点付近で工事を行っている影響等が考えられる。 
 

測定地点 所在地 固定点標高 
藤田医科大学 沓掛町田楽ケ窪１－９８ ３９．７７１ＴＰ．ｍ 

  
 〇水位の状況      （単位：ｍ）  〇過去の平均水位 （単位：ｍ） 

令和３年度 藤田医科大学  年度 藤田医科大学 
４月 ４６．４０  平成２０年度 ４６．９０ 
５月 ４６．６０  平成２１年度 ４６．２６ 
６月 ４６．５０  平成２２年度 ４６．１２ 
７月 ５１．３０  平成２３年度 ４４．５６ 
８月 ４８．４０  平成２４年度 ４８．２２ 
９月 ５０．３０  平成２５年度 ５１．３３ 

１０月 ４８．６０  平成２６年度 ４９．８９ 
１１月 ４５．８０  平成２７年度 ５０．２０ 
１２月 ４９．４０  平成２８年度 ４９．６８ 
１月 ４６．３０  平成２９年度 ４４．０７ 
２月 ４７．００  平成３０年度 ４９．０８ 
３月 ４５．６０  令和元年度 ４８．２１ 
平均 ４７．６８  令和２年度 ４８．１７ 

変動幅 ５．７ 令和３年度 ４７．６８ 
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  第９章 廃棄物                         

１ 概況 
経済活動の発展と消費生活の定着によりこれまで廃棄物の排出量は増加していたが、近

年においてはごみの減量化、再資源化、省エネルギーを目的とし、分別収集、資源回収が

進められ家庭系ごみの排出量は減少している。 
本市のごみ処理は、大府市、東浦町、阿久比町で構成されていた東部知多衛生組合に、

豊明市が加入（昭和４１年）して共同で処理を行っている。平成元年に知多郡東浦町森岡

に東部知多クリーンセンターを建設し、ごみ処理施設、粗大ごみの破砕処理施設を有し、

ごみの焼却、破砕を行っていたが、平成３１年３月に旧施設の横に新ごみ処理施設（200ｔ
/日）を建設し、処理を行っている。また焼却による余熱を温水プール（大府市大東町）に

も有効利用している。資源は、昭和５３年に前後地区をモデル地区に指定し分別収集を開

始しその後市内全域に拡大した。 
現在本市で発生した一般廃棄物は、市全域を対象に燃えるごみ、燃えないごみ、資源、

粗大ごみの区分で、市直営のほか委託業者により収集し、東部知多クリーンセンターに搬

入して処理している。資源については、各種リサイクル業者に引き渡し、資源リサイクル

を行っている。 
 
２ 一般廃棄物の処理状況 

ごみの収集は、市内全域を処理区域として家庭系一般廃棄物を収集しており、昭和５６

年より一部委託による収集も行っている。 
ごみの種類と収集方法としては５体系 
① 燃えるごみは、ステーション方式（２，４０９ヶ所）で週２回収集している。 
② 燃えないごみは、ステーション方式（２，０２６ヶ所）で月１回収集している。 
③ 容器包装類は、プラスチック製容器包装を燃えるごみのステーションを利用して週１

回収集し、紙製容器包装を資源ステーションにて月１～２回収集している。 
④ 資源は、ごみの減量と資源の有効利用を図るため、ステーション方式（４２１ヶ所）

で月１回から２回収集している。なお、資源の回収を促進するため奨励交付金を実施

団体に交付している。 
資源は、清掃事務所及び㈱中西へ直接持ち込める。毎月第２・第４日曜日の午前９

時～午後２時まで市役所第１駐車場にて資源の回収作業を行っている。 
⑤ 粗大ごみは、電話申込みによる戸別有料収集を実施しており、毎週水曜日の収集で１

点につき１，０３０円の費用を処理券によって利用者から受取る形をとっている。 
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ごみ（家庭系）の排出量の推移                   （単位：トン） 
 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

燃えるごみ 11,562.84 11,472.26 11,409.64 11,388.66 11,186.34 
燃えないごみ 405.83 396.84 399.82 375.02 337.24 
粗大ごみ 71.32 74.74 85.07 94.70 88.59 
合  計 12,039.99 11,943.84 11,894.53 11,858.38 11,612.17 
対前年 124.44 ▲96.15 ▲49.31 ▲36.15 ▲246.21 

（参照：令和４年版清掃事業概要 環境課） 
３ 有機循環推進事業 
 平成２６年４月１日より有機循環推進事業及び環境保全対策として、家庭から排出され

る生ごみの減量化及びその有効利用を図るため、生ごみ堆肥化容器等（コンポスト及びバ

ケツ）の購入に対し、「豊明市生ごみ堆肥化促進容器等購入費補助制度」として購入費の一

部を補助することとした。令和３年１１月から補助対象となる容器の種類を増やしている。 
 補助金の額については購入価格の１／２以内の額とし、コンポストなどは、１世帯につ

き１基までとし３，０００円を、バケツ型は１世帯につき２個までとし、１個につき１，

０００円を限度とする。 
 

生ごみ堆肥化促進容器等補助件数 
 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

種別 件数 基数 件数 基数 件数 基数 件数 基数 件数 基数 
コンポスト 17 8 9 4 19 9 15 11 31 15 
バケツ 11 7 14 5 20 

（参照：令和４年版清掃事業概要 環境課） 
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 第１０章 環境衛生関係                    
１ あき地の雑草除去 
 あき地に雑草等が繁茂すると、ごみ等の不法投棄を誘発したり、害虫の発生源になった

り、火災若しくは犯罪発生の遠因となるため、平成１８年４月１日より「あき地の保全管

理に関する条例」を施行し、土地所有者にあき地の保全管理を義務付けた。（この条例では、

隣家の木の枝が伸びてきたとか、隣の山林から竹が伸びてきたような事例は対象外であ

る。） 
 これまで、草刈り機の無料貸し出しを行っていたが、平成１９年１０月１日より「環境

整備機具貸付規程」を全部改正した。幅広く草刈機を使用し、あき地の保全管理をしてい

ただくために貸付料制度を導入した。ただし、区・町内会の大掃除、ボランティア活動で

の除草作業での使用は無料である。 
 
除草等の苦情受理件数                     （単位：件） 

年 度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 
件 数 １５２ １６５ １５９ １２０ ９８ 

 
草刈機の貸し出し状況 

年 度 貸出件数 点検整備台数 整備委託単価(円) 整備委託金額(円) 
平成２９年度 ３１４ ２９４ １，６２０ ４７６，２８０ 
平成３０年度 ２６１ ２５７ １，６２０ ４１６，３４０ 

令和 元年度 ２８９ ２８０ 1,620（ 4～9 月） 
1,650（10～3 月） ４５５，５５０ 

令和 ２年度 ２７９ ２６８ １，７６０ ４７１，６８０ 
令和 ３年度 ２８９ ２９２ １，７６０ ５１３，９２０ 
 
草刈機の管理費用                        （単位：円） 

年 度 燃料費 部品代等 保険代 合 計 
平成２９年度 ３４，９９０ ２３８，０６４ ４，８４０ ２７７，８９４ 
平成３０年度 ３９，６８４ ２０４，５５２ ４，８４０ ２４９，０７６ 
令和 元年度 ４３，９３０ ２７８，６０７ ４，４００ ３２６，９３７ 
令和 ２年度 ４１，５１０ ３７６，６９５ ４，８４０ ４２３，０４５ 
令和 ３年度 ４０，７３０ ３９７，４３０ ４，４００ ４４２，５６０ 
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２ 狂犬病予防 
 平成１２年度狂犬病予防法の改正を受け、都道府県より事務移管を受けた狂犬病予防事

務は、台帳の電算処理化､また各開業獣医師の協力を得て円滑に実施されている｡ 
 毎年度３月末日現在の実績は以下のとおりである｡           （単位：頭） 

 登録頭数 集合注射接種数 個別注射接種数 注射接種総数 
平成２９年度 ４，４７４ ３３４ ２，８０６ ３，１４０ 
平成３０年度 ４，４６９ ２４６ ２，８３２ ３，０７８ 
令和 元年度 ４，３７８ ２１３ ２，８４５ ３，０５８ 
令和 ２年度 ４，３６４ － ２，９３９ ２，９３９ 
令和 ３年度 ４，３９７ － ２，９７９ ２，９７９ 

※ただし、数字は累計登録頭数  
 
公益社団法人愛知県獣医師会及び四季の森どうぶつ病院に犬の鑑札交付手数料徴収事務

及び鑑札交付に関する業務・狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務及び注射済票交付に

関する事務を委託しており、その内容は次の表のとおりである。 
年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 

鑑札交付枚数 60 71 70 76 82 
注射済票交付 1,136 1,136 1,138 1,167 1,265 

県獣医等委託金(円) 356,832 356,832 360,889 378,097 409,722 
令和３年度単価：鑑札交付 ３００円・注射済票交付 ２７５円（税抜き） 
 

 
３ 犬猫の避妊・去勢手術補助制度 

 野良犬猫、不要犬猫を減らすために犬猫の避妊と去勢の手術を奨励し、市内在住の飼

い主が、市内の開業獣医師に施術を受けた場合、補助金を交付する。 
（単位：円） 

犬   避 妊 ４，５００ 
去 勢 ２，２００ 

猫 避 妊 ３，６００ 
去 勢 １，８００ 

 
年度 Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ 

犬 避 妊 ５３ ４９ ６３ ４７ ６８ 
去 勢 ３９ ５０ ６１ ４５ ７０ 

猫 避 妊 １２０ １３３ １２４ １３２ ９４ 
去 勢 ９０ ８６ ６８ ８０ ９５ 

総  数 ３０２ ３１８ ３０４ ３１６ ３２７ 
交付金額(円) 918,300 964,100 929,700 986,500 969,400 
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４ 犬猫等死体処理 
 道路上において亡くなった飼い主不明の犬、猫等の死体を収集し、火葬処理を業者に

委託している。 
 ２９年度 ３０年度 令和元年度 ２年度 ３年度 

犬 ３ ３ １ ０ １ 
猫 ２３２ ２２９ ２２２ １７７ １９０ 

その他 １０７ １０４ ９８ １１６ ９９ 
総頭数 ３４２ ３３６ ３２１ ２９３ ２９０ 

単価（税抜） ４，２００ ４，２００ ４，３００ ４，３００ ４，３００ 
総額(円) 1,551,312 1,524,096 1,503,624 1,385,890 1,371,700 

 その他…鳥類・狸・ハクビシン・ねずみなど 
 
５ 犬猫の捕獲保護 
  市内で保護された犬・猫が、愛知県動物保護管理センターに収容されるまで豊明市開

業獣医師会に飼育管理を委託している。 
   管理費…犬猫の飼育管理費（基本料金） 
   保護費…センターに保護してもらった日数による（宿泊日数割） 
 

単価 
（税抜） 

管理費 ２，６００円 
保護費   ４００円 

実績 
年度 管理頭数 管理費 延保護日数 保護費 合計 
Ｒ１ ０ ０ ０ ０ ０ 
Ｒ２ ０ ０ ０ ０ ０ 
Ｒ３ ０ ０ ０ ０ ０ 
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第１１章 新エネルギー対策                       
１ 新エネルギーとは 
 自然の力を利用したり、今まで使われずにいたエネルギーを有効に使ったりする地球に

やさしいエネルギーである。新エネルギーの導入によって石油や天然ガスなどの化石燃料

の消費が軽減され、それに伴って排出されていた二酸化炭素の排出量を減らすことができ

るなどのメリットがある。 
 
２ 住宅用太陽光発電の補助制度 
 自宅の屋根等に太陽光発電システムを初めて設置する場合に設置費用の一部を補助する。                     

（単位：円） 
 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

件   数 ８４ ８４ ８５ 
補助金額 8,000,000 8,000,000 8,000,000 

予 算 額 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
補助単価 

平成２５年度まで   １ｋＷあたり 20,000 円（上限４ｋＷ   80,000 円） 
平成２６年度より   １ｋＷあたり 25,000 円（上限４ｋＷ 100,000 円） 
平成２７年度をもって制度廃止 

 
３ エネファーム補助制度（平成２７年１０月から実施） 
  住宅における再生可能エネルギーなどの有効利用を促進するために、家庭用燃料電池

システム（エネファーム）を新たに設置する人に費用の一部を補助する。 
 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 

予算額 800,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
補助件数  １２ ２０ ２０ １５ 
補助金額 600,000 1,000,000 1,000,000 750,000 

発電出力 5.60ｋＷ

(0.70kw×12) 
14.0ｋＷ

(0.70kw×20) 
14.0ｋＷ

(0.70kw×20) 
10.5ｋＷ

(0.70kw×15) 
 

 令和２年度 令和３年度 
予算額 1,000,000 1,000,000 

補助件数  ２０ ５ 
補助金額 1,000,000 250,000 

発電出力 14.0ｋＷ

(0.70kw×20) 
3.5ｋＷ

(0.70kw×5) 
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４ 地球温暖化防止対策に関する施策 
（１） 豊明市庁内等環境保全率先実行計画 

平成１３年４月より事業所としての豊明市の計画的な取組みを進めるため、庁内のプ

ロジェクトチームにより「とよあけエコアクションプラン」を策定し、目標値を定めて

行動指針（及び調達指針）に基づいて実行していくこととした。現在は令和３年度～令

和１２年度の１０か年で Version５として実行している。 
 
とよあけエコアクションプラン Version５ 

 ・期  間   令和３年度～令和１２年度（１０か年） 
 ・対象施設   豊明市のすべての組織、及び施設 
 ・目  標   令和１２年度の温室効果ガスの総排出量を平成２５年度比２６％削減 
 

（２） 太陽光発電システムの本庁舎への設置 
市役所本庁舎増築に伴い、環境にやさしい公共施設をめざし、総出力３０ｋＷの太陽

光発電システムを設置し、活用している。 
 

（３） 低公害の公用車導入 
     自動車が排出する窒素酸化物等の削減を図るため、発生源対策として自動車排出ガス

規制の強化のほか、電気自動車等の低公害車の普及促進や排出量の少ない車両への代替

を促進し、公用車を更新する際には、電気自動車等の低公害車を導入している。 
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（４）豊明市水上メガソーラー発電所の完成 

平成２９年３月に豊明市北部の若王子池に豊明市水上メガソーラー発電所を完成させ、

発電を開始した。水上メガソーラーのパネル数は 6,720 枚、面積は 19,429.6 平方メート

ルで、毎年一般家庭約 600 世帯分に相当する電力をまかなうことができる。 

●発電量（単位：kWh） 

 令和元年度 令和２年度 令和 3 年度 
4 月 240,451 235,190 220,282 
5 月 243,427 241,188 217,610 
6 月 235,632 224,114 197,894 
7 月 176,232 154,193 167,210 
8 月 231,034 201,982 177,461 
9 月 194,028 174,475 130,339 

10 月 154,558 130,591 133,260 
11 月 163,572 140,086 133,474 
12 月 117,144 142,006 107,753 

1 月 127,306 126,283 120,288 
2 月 163,464 151,358 155,556 
3 月 187,747 175,378 179,256 
合計 2,234,595 2,096,844 1,940,383 

※計量期間は、毎月 19日～翌月 18日（中部電力ミライズ(株)） 
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第１２章 環境関連年表                    

  年          できごと 

昭和 31 年 国道 1 号線完成 

昭和 32 年 町制施行(人口 12，833 人) 

昭和 34 年 伊勢湾台風 

昭和 36 年 全町に広域簡易水道完成 

昭和 41 年 東部知多衛生組合に加入 

昭和 43 年 ナガバノイシモチソウ県天然記念物に指定 

昭和 44 年 国道 23 号線開通 

昭和 46 年 二村台団地入居開始 

昭和 47 年 市制施行(人口 37，038 人) 

昭和 53 年 資源ごみ回収事業モデル地区開始（前後区） 

昭和 54 年   ５３０運動開始 

昭和 58 年 国道 23 号線知立バイパス開通 

昭和 59 年 市一般廃棄物最終処分場・清掃事務所完成 

昭和 61 年 生ごみ堆肥化容器(コンポスト)購入補助制度開始 

平成 元年 東部知多クリーンセンター竣工 

合併処理浄化槽設置費補助制度開始 

平成 3 年      犬、猫避妊等手術費補助制度開始 

平成 4 年 くうかん鳥による空き缶回収事業開始 

平成 5 年 ＥＭボカシの無料配布開始 

生活排水対策重点地域に指定 

平成 6 年 生活排水対策推進計画策定 

異常渇水による時間断水 

平成 7 年 環境保全推進委員制度開始 

平成 9 年 ペットボトル分別収集開始 

廃棄物減量等推進員制度開始 

東部知多浄化センター完成 

空き缶等のごみポイ捨て及びふん害の防止に関する条例施行 

水質浄化施設バイオコード設置 

粗大ごみ戸別有料収集開始 

平成 10 年 生ごみ堆肥化モデル事業開始（豊明団地の一部） 

平成 11 年 生活排水対策推進計画改定 

環境基本条例施行・基本計画策定開始 

環境監視員設置 
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廃棄物 5 条例施行 

指定ごみ袋制度開始 

生ごみ堆肥化モデル地区の拡大（中ノ坪北・社・豊明団地 520

世帯） 

平成 12 年     生ごみ処理機器購入補助制度開始 

(西暦 2000 年) 狂犬病予防業務県知事より委譲 

環境フェア開催 

平成 13 年     豊明市環境基本計画策定 

容器包装（プラスチック製及び紙製）分別収集開始 

        住宅用太陽光発電システム設置費補助制度開始 

「有機循環都市とよあけ１００年プラン」策定及び推進プロジ

ェクトチーム設置 

生ごみ堆肥化事業モデル地区を推進地区へ名称変更 

平成 14 年   くうかん鳥による空き缶回収事業の廃止 

平成 15 年     生ごみ堆肥化事業推進地区を拡大（三崎全地区） 

平成 17 年     環境フェア単独開催最終 

沓掛堆肥センター建設（沓掛町上山地区） 

平成 18 年 沓掛堆肥センター（エコンポとよあけ）稼働開始 

       生ごみ堆肥化容器及び生ごみ処理機器購入補助制度廃止 

       住宅用太陽光発電システム設置費補助制度廃止 

平成 19 年    とよあけ Eｃｏ堆肥の販売開始 

草刈機の有料貸出し開始 

生ごみ堆肥化推進地区拡大（豊明団地 21 棟分・ゆたか台区・坂

部区・前後区） 

平成 20 年     レジ袋有料化開始 

生ごみ堆肥化推進地区拡大（西川区・吉池区・中島区） 

生活排水対策推進計画改訂 

平成 21 年     豊明まつり 環境フェア 廃止 

ダイオキシン類測定調査 廃止 

NO2簡易測定カプセル事業 廃止 

蜂の駆除事業 廃止 

犬、猫避妊等手術費補助制度の補助金額の切下げ 

合併処理浄化槽設置費補助制度の補助金額の切下げ 

平成 22 年     ＣＯＰ１０ 出展 

県内鳥インフルエンザ発症 

平成 23 年     住宅用太陽光発電システム設置費補助制度再開 
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平成 24 年    豊明市清掃事務所、㈱中西及び日曜日資源ごみ回収ステーショ 

ンにて使用済小型廃家電の回収を開始 

平成 25 年     平成 24 年度末をもって廃棄物減量等推進員制度廃止 

         新エネルギー推進委員会発足 

平成 26 年     新エネルギー推進計画策定 

        一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定 

        「ごみの分け方・出し方」パンフレットに有料広告掲載 

        住宅用太陽光発電システム設置費補助制度の補助金額の引き 

上げ 

        消費税率の上昇に伴う一部の販売価格、貸付価格の引き上げ 

        生ごみ堆肥化容器等（コンポスト及びバケツ）購入一部補助 

        制度開始 

        太陽光発電屋根貸し事業開始（全小中学校） 

平成 27 年    エネファーム補助制度開始  

平成 28 年    生ゴミ個別収集終了 

         鳥インフルエンザ県内発生 

        豊明市水上メガソーラー発電所稼働 

        住宅用太陽光発電システム設置費補助金制度の廃止 

平成 29 年    堆肥センター廃止 

公営墓地（勅使墓園）使用申込要件変更 

（現に埋葬すべき遺骨は不要とする） 

（３年以内に墳墓を設ける条件の撤廃） 

平成 30 年    犬猫火葬場使用委託（知立市逢妻浄苑）の廃止 

令和 元年      東部知多クリーンセンターごみ処理施設竣工 

令和 3 年      第２次豊明市環境基本計画策定 

        公営墓地（勅使墓園）使用申込要件変更 

        （豊明市居住の要件を不要とする） 

        生ごみ堆肥化容器等（コンポスト及びバケツ）購入一部補助 

        制度における補助対象容器の拡充 

 

 

 

 

 

 

 


